
○大月市介護事業所物価高騰対応重点支援金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている

大月市内の介護事業所の負担を軽減し、安定的かつ継続的なサービスの提供を

支援するため、予算の範囲内において介護事業所に対し、大月市介護事業所物

価高騰対応重点支援金（以下「支援金」という。）を交付することに関し必要

な事項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条 支援金の交付の対象となる者は、令和５年１２月１日において、市内に

所在する別表に規定する事業所を有する事業者とする。ただし、介護老人保健

施設の空床を利用してサービスを提供する短期入所療養介護事業所は、支援金

の交付の対象としない。 

（支援金の額等） 

第３条 支援金の額は、別表のとおりとし、それぞれの事業所種別ごとに事業所

の数を乗じて得た額の合計額とする。 

２ 支援金の交付は、１事業者につき１回限りとする。 

（交付申請等） 

第４条 支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、大月

市介護事業所物価高騰対応重点支援金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次

に掲げる書類を添えて、令和６年２月末日までに市長に提出するものとする。 

(1) 支援金の振込先が分かる金融機関の通帳等の写し 

 (2) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第５条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、交付

の可否を決定したときは、大月市介護事業所物価高騰対応重点支援金交付決定

（却下）通知書（様式第２号）により、当該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、当該申請者が指

定する金融機関の口座に支援金を振り込むものとする。 



（交付の取消し） 

第６条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたと

きは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。 

（返還） 

第７条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合におい

て、既に支援金の交付を受けた者があるときは、当該支援金を返還させるもの

とする。 

(関係書類の保存) 

第８条 支援金の交付を受けた申請者は、支援金に係る関係書類(当該書類の作

成、保存に代えて電磁記録の作成、又は保存がされている場合は当該電磁記録)

を、支援金の交付を受けた翌年度から起算して５年間保管しておかなければな

らない。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか支援金の交付について必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、決裁の日から施行する。  

（失効） 

２ この要綱は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱

の失効前に交付した支援金に係る規定は、この要綱の失効後も、なおその効力

を有する。 

 

 

 

 

 

 

 



別表(第２条、第３条関係)  

№ 事業所種別 区分 支援金額 

１ 訪問介護事業所 

訪問系 
１事業所当たり 
３０,０００円 

２ 訪問看護事業所 

３ 居宅介護支援事業所 

４ 通所介護事業所 

通所系 
１事業所当たり 

１５０，０００円 
５ 地域密着型通所介護事業所 

６ 通所リハビリテーション事業所 

７ 短期入所生活介護事業所 

入所系 

（定員２９人以下） 
１事業所当たり 

２５０，０００円 
 

（定員３０人以上） 
 １事業所当たり 
７００，０００円 

８ 介護老人福祉施設 

９ 地域密着型介護老人福祉施設 

１０ 介護老人保健施設 

１１ 認知症対応型共同生活介護事業所 

１２ 小規模多機能型居宅介護事業所 

１３ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 



様式第1号（第４条関係） 

 

大月市介護事業所物価高騰対応重点支援金交付申請書兼請求書 

 

  年  月  日  

 大月市長 あて 

                      申請者 

                               〒 

                       住      所  

                       事業者（法人）名  

                       代 表 者          ○印 

 

 大月市介護事業所物価高騰対応重点支援金の交付を受けたいので、下記のとおり申請・請求しま

す。 

 

記 

 

１ 支援金申請（請求）額                    円 

   

２ 内訳 

  各事業所の詳細は、別紙に記入してください。   

区分 

１事業所当た

りの支援金額

(A) 

事業所数(B) 小計(A×B） 

訪問系 30,000円  円 

通所系 150,000円  円 

入所系 
（定員29人以下） 250,000円  円 

（定員30人以上） 700,000円  円 

合計 円 

 

３ 支援金振込先（※太枠内を記入してください。） 

  大月市介護事業所物価高騰対応重点支援金は、次の口座に振り込んでください。 

口

座

振

込

記

入

欄 

金 融 機 関 名 支  店  名 種  目 

銀  行  

信用金庫  

農  協  

信用組合  

本 店  

支 店  

 支 所  

１  普 通 

２  当 座 

金融機関コード 店舗コード 口 座 番 号 

              

ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ  

口座名義  

※ 申請者と振込先の口座名義人が異なる場合は、以下に署名又は記名押印してください。 

 私は、上記の口座名義人に支援金の受領に関する一切の権限を委任します。 

（署名又は記名押印） 

 



別紙                             事務担当者名：          連絡先： 

№ 事業所名 事業所所在地 事業所種別 

区分 

支援金額 
 

入所系の
場合定員

数 

１      円 

２      円 

３      円 

４      円 

５      円 

６      円 

７      円 

８      円 

９      円 

10      円 

合計 円 

※「事業所種別」、「区分」及び「支援金額」は、大月市介護事業所物価高騰対応重点支援金交付要綱の別表の該当するものを記入

すること。



様式第２号（第５条関係） 

大月市指令 第   号 

令和  年  月  日 

 

 殿 

 

  

大月市長      

 

  

  

大月市介護事業所物価高騰対応重点支援金交付決定（却下）通知書 

 

 年  月  日付けで申請のあった支援金について、下記のとおり交

付（却下）を決定したので、通知します。 

 

  

記 

  

１ 交付決定額     金            円 

 

２ 交付を受けた事業者は、大月市介護事業所物価高騰対応重点支援金交付要

綱の規定に従わなければならない。 


